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・教育委員会告示

0昭和53年教育委員会告示第 1号(金沢市指定

文化財の指定及びその保持者又は保持団体の

認定について)の一部改正について

(文化財保護課)

ページ 0昭和53年教育委員会告示第 1号(金沢市指定

文化財の指定及びその保持者又は保持団体の

認定について)等の廃止について

0平成14年教育委員会告示第 1号(教育行政に

関する相談に関する事務を行う職員の指定に

ついて)の一部改正について (教育総務課) 2 

教育委員会告示

⑨金沢市教育委員会告示第 3号

昭和53年教育委員会告示第 l号(金沢市指定文化財の指定及びその保持者又は保持団体の認定について)の一部を

次のように改正する。

令和 3年3月31日

表中

建造

物

古文

書

お大お野のみ湊なと神じん社じゃき旧ゅうは拝いで殿ん

ず瑞いせ泉ん寺じ文もん書じよ

附 黒くろう漆るしぬ塗りな長が持もち 1樟さお

し白ら木きた箪ん笥すl 椋さお

おおのみなとじんじゃきゅうはいでん
大野湊神社旧拝殿

改め、同表に次のように加える。

⑨金沢市教育委員会告示第4号

次に掲げる告示は、廃止する。

1棟

17， 838点

金沢市教育委員会教育長 野

金沢市寺中町ハ163番地

大野湊神社

金沢市白菊町 9番 5号

瑞泉寺

金沢市寺中町ハ163番地

大野湊神社

金沢市広坂 1丁目 1番 1号

金沢市ほか 1名

口 弘

指定平成11年4月30日

指定平成14年 6月3日

指定平成11年4月30日

指定令和 3年 3月31日

(1) 金沢市指定文化財の指定及びその保持者文は保持団体の認定について(昭和53年教育委員会告示第 l号)

(2) 金沢市選定保存技術の選定及びその保持者又は保存団体の認定について(平成28年教育委員会告示第10号)

を

(3) 金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例の規定に基づく伝統的建造物群保存地区の保存に関する計画を定めた

ことについて(平成13年教育委員会告示第4号)

(4) 金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例の規定に基づく伝統的建造物群保存地区の保存に関する計画を定めた

ことについて(平成15年教育委員会告示第 3号)

(5) 金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例の規定に基づく伝統的建造物群保存地区の保存に関する計画を定めた

ことについて(平成23年教育委員会告示第5号)

(6) 金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例の規定に基づく伝統的建造物群保存地区の保存に関する計画を定めた
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ことについて(平成24年教育委員会告示第5号)

令和 3年 3月31日

金沢市教育委員会教育長 野 口 弘

⑨金沢市教育委員会告示第 5号

平成14年教育委員会告示第 1号(教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定について)の一部を次のよ

うに改正し、令和 3年4月 1日から効力を有するものとします。

令和 3年3月31日

金沢市教育委員会教育長 野

「学校教育部教育総務課」を「教育総務課」に改める。

口 弘
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